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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タービンホイールが配置される排気流路を形成する内筒と、
　前記内筒との間に空間を介在させた状態で該内筒を覆う外筒と、を備えたタービンハウ
ジングであって、
　前記外筒の一部に補強板材が前記内筒から離れて固定されており、
　前記補強板材は、非溶接部分が存在するようにして、少なくとも１点の溶接により前記
外筒に固定されていることを特徴とするタービンハウジング。
【請求項２】
　請求項１記載のタービンハウジングであって、
　前記補強板材の対称中心が部分的に溶接されることを特徴とするタービンハウジング。
【請求項３】
　タービンホイールが配置される排気流路を形成する内筒と、
　前記内筒との間に空間を介在させた状態で該内筒を覆う外筒と、を備えたタービンハウ
ジングであって、
　前記外筒の一部に補強板材が前記内筒から離れて固定されており、
　前記補強板材は、前記外筒の内面に複数固定されており、
　隣り合う前記補強板材は隙間をあけて配置されていることを特徴とするタービンハウジ
ング。
【請求項４】
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　請求項３記載のタービンハウジングであって、
　前記外筒は、少なくとも２つの板部材が繋ぎ合わされたことで構成されており、
　前記板部材の互いの端部は、重ね合わさって前記タービンホイールの軸方向に沿って溶
接により互いに固定されており、
　それぞれの前記板部材には、少なくとも１つの前記補強板材が固定されていることを特
徴とするタービンハウジング。
【請求項５】
　請求項４記載のタービンハウジングであって、
　少なくとも２つの前記補強板材は、前記板部材の重ね部分を間に挟んで配置されている
ことを特徴とするタービンハウジング。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両のターボチャージャ（ターボ過給機）に用いられる板金製のタービンハ
ウジングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ターボチャージャに用いられるタービンハウジングとしては、鋳造製のものが一般的で
ある。これに対し、一部が板金製のタービンハウジングが例えば特許文献１により開示さ
れている。これを、図８に示す。
【０００３】
　図８に示すように、ターボ過給機用のタービンハウジング１は、タービンホイール２が
配置される排気流路を形成する内筒３と、この内筒３と所定間隔を空けて該内筒３を覆う
外筒４を備えている。
【０００４】
　外筒４は、破裂保護装置として機能させるために、背板５と内筒３の開口端部３ａとの
間に複数の金属薄板４ａ～４ｄを積層した多層構造体となっていて、その破壊強度が高め
られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－８５１３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記従来のタービンハウジング１では、外筒４全体の剛性は高めたもの
の、外筒４を構成した複数の金属薄板４ａ～４ｄの受ける熱量が異なるため、即ち、高温
の排気が流れる時に、内側の金属薄板４ａの熱膨張量が外側の金属薄板４ｄの熱膨張量よ
り大きいため、外筒４に歪みが生じるおそれがあった。
【０００７】
　そこで、本発明は、前記した課題を解決すべくなされたものであり、内筒を断熱する外
筒に対し、歪み変形の防止を図るタービンハウジングを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、タービンホイールが配置される排気流路を形成する内筒と、前記内筒との間
に空間を介在させた状態で該内筒を覆う外筒と、を備えたタービンハウジングであって、
前記外筒の一部に補強板材が前記内筒から離れて固定されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように、本発明によれば、内筒との間に空間を介在させた状態で該内筒を
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覆う外筒の一部に、補強板材を内筒から離れて固定することで、外筒の歪み変形の防止を
図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１実施形態のターボチャージャに用いられる板金製のタービンハウジ
ングを斜め下方から見た側面図である。
【図２】上記タービンハウジングの要部の拡大断面図である。
【図３】上記タービンハウジングの外筒の接合状態を示す要部の部分断面図である。
【図４】上記第１実施形態のタービンハウジングの外筒の変形例の接合状態を示す要部の
部分断面図である。
【図５】本発明の第２実施形態のタービンハウジングの外筒の接合状態を示す要部の部分
断面図である。
【図６】上記第２実施形態のタービンハウジングの外筒の変形例の接合状態を示す要部の
部分断面図である。
【図７】本発明の第３実施形態のタービンハウジングの外筒の接合状態を示す要部の部分
断面図である。
【図８】従来のターボチャージャに用いられる板金製のタービンハウジングの側面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２２】
　図１は本発明の第１実施形態のターボチャージャに用いられる板金製のタービンハウジ
ングを斜め下方から見た側面図、図２は同タービンハウジングの要部の拡大断面図、図３
同タービンハウジングの外筒の接合状態を示す要部の部分断面図である。
【００２３】
　図１，図２に示すように、タービンハウジング１０は、車両のターボチャージャ（ター
ボ過給機）のハウジングとして用いられ、タービンホイール１３ａが入って吸入空気（吸
気）Ａの入口を構成する吸気側のフランジ１１と、排気ガスＢの入口を構成する排気入口
側のフランジ１５、及び、排気ガスＢの出口を構成する排気出口側（排気流れ下流側）の
フランジ１６に溶接によりそれぞれ固定される内筒２０及び外筒３０からなる所謂二重殻
構造となっている。
【００２４】
　図１に示すように、吸気側のフランジ１１には外部から吸入空気Ａを取り入れるコンプ
レッサ１４が接続され、また、排気ガスＢを放出する排気出口側のフランジ１６には排気
ガスＢの有害な汚染物質を取り除く図示しない触媒コンバータが接続されている。即ち、
タービンハウジング１０は、吸気側のコンプレッサ１４と触媒コンバータの間に介在され
る。
【００２５】
　図２に示すように、内筒２０がハウジング内部の排気ガスＢの排気流路Ｋを実質的に区
画形成し、外筒３０は内筒２０を隙間Ｇ（所定間隔）を空けて完全に覆い、内筒２０を保
護すると同時に断熱し、かつ、タービンハウジング１０としての剛性を高める役割を担う
外殻構造体をなしている。
【００２６】
　内筒２０は、タービンホイール１３ａのタービン軸１３ｂの軸方向Ｌに直交する方向で
２分割形成された第１内筒分割体２１と第２内筒分割体２２との２つの板金製の薄板部材
で構成されている。すなわち、第１内筒分割体２１と第２内筒分割体２２は、板金をプレ
ス加工することにより所定の湾曲形状に成形されていて、このプレス成形された２つの板
金製の第１内筒分割体２１と第２内筒分割体２２を溶接により接合することにより、内部
にＬ字状の排気流路Ｋが形成される。そして、図２，図３に示すように、第１内筒分割体
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２１の他端部２１ｂと第２内筒分割体２２の一端部２２ａは、外側に垂直に長さが異なる
ように折れ曲がっており、この長短の端部２１ｂ，２２ａ同士を溶接により固定すること
で内筒２０が形成されている。この溶接部分を符号Ｅで示す。
【００２７】
　また、外筒３０は、タービンホイール１３ａのタービン軸１３ｂの軸方向Ｌ（車両走行
時の振動方向）に沿って２分割形成された第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２との
２枚の板金製の薄板部材によって構成されている。すなわち、第１外筒分割体３１と第２
外筒分割体３２は、板金をプレス加工することにより所定の湾曲形状に成形されていて、
このプレス成形された２枚の板金製の第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２を溶接に
より接合することにより、内筒２０と隙間Ｇを空けて完全に覆うようになっている。そし
て、図１～図３に示すように、第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２は、重ね合わせ
てタービンホイール１３ａのタービン軸１３ｂの軸方向（軸直線方向）Ｌに沿って溶接に
より互いに固定されている。この溶接部分を符号Ｅで示す。
【００２８】
　さらに、図１～図３に示すように、外筒３０を構成する第１外筒分割体３１と第２外筒
分割体３２の各内面には、外筒３０の湾曲形状に沿うようにプレス成形された板金製の各
プレート（補強板材）４１，４２が少なくとも一点の溶接（点状の溶接）により固定され
ている。尚、各プレート４１，４２の略対称中心Ｏが部分的に溶接されていることが好ま
しい。
【００２９】
　図３に示すように、第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２の各内面に各プレート４
１，４２を少なくとも一点の溶接で固定する際、隣接するプレート４１，４２の相対向す
る各端部４１ｂ，４２ａ間に隙間Ｐを形成する。この隙間Ｐは、第１外筒分割体３１と第
２外筒分割体３２の各端部３１ｂ，３２ａの重ね部分Ｑの幅（長さ）Ｒ以上（同じか、重
ね部分Ｑの幅Ｒよりも長い）に形成されている。
【００３０】
　また、図４に示す外筒３０の変形例のように、第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３
２の各端部３１ｂ，３２ａの重ね部分Ｑを覆うように、一方のプレート４２を第１外筒分
割体３１と第２外筒分割体３２の各内面を跨ぐように配置して、各プレート４１，４２を
第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２の各内面に少なくとも一点の溶接で固定しても
良い。
【００３１】
　尚、図１に示すように、第１外筒分割体３１の一端部３１ａ側及び第２外筒分割体３２
の他端部（図示省略）側は、排気入口側のフランジ１５の開口部１５ａに沿った半円弧湾
曲状にそれぞれ形成されて、開口部１５ａのまわりの排気入口側のフランジ１５に溶接に
より互いに固定されている。
【００３２】
　図２に示すように、吸気側のフランジ１１は、円形の開口部１１ａを有した円環状に形
成されており、その外周側にタービンホイール１３ａのタービン軸１３ｂより外側に延び
る円環板状の突起１２が形成されている。この円環板状の突起１２は、第１内筒分割体２
１と第２内筒分割体２２とでスクロール室Ｆを形成したスクロール状の内筒２０の円周よ
り大きい円周を成している。そして、吸気側のフランジ１１の開口部１１ａの周りの内端
側の段部１１ｂには、第１内筒分割体２１の一端部２１ａが溶接により固定されている。
これにより、図２に示すように、第１内筒分割体２１と突起１２の間には、隙間Ｓが形成
される。
【００３３】
　また、図２，図３に示すように、突起１２の外端側には、第１外筒分割体３１の一方の
側端部３１ｃを位置決めする位置決め用の凸部１２ａが形成されている。この位置決め用
の凸部１２ａの下面と突起１２の内周面との間に三角板状の補強用のリブ１２ｂが等間隔
毎に一体突出形成されている。そして、突起１２の位置決め用の凸部１２ａは、第１外筒
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分割体３１又は第１外筒分割体３１の一部、及び、第２外筒分割体３２又は第２外筒分割
体３２の一部と溶接することにより固定されている。これにより、外筒３０と突起１２の
溶接部分Ｅがスクロール状の内筒２０よりも外側に位置するようになってしている。
【００３４】
　以上実施形態のタービンハウジング１０によれば、外筒３０を構成する第１外筒分割体
３１と第２外筒分割体３２の各内面に、各プレート補強板材４１，４２をそれぞれ少なく
とも一点の溶接により固定したことにより、外筒３０を構成する第１外筒分割体３１と第
２外筒分割体３２の歪み変形を確実に防止することができると共に、外筒３０全体の振幅
を減衰させることができる。即ち、少なくとも一点の溶接の固定により、外筒３０を構成
する第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２に減衰性能を持たせることができると同時
に、熱膨張による第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２の歪みを有効に防止すること
ができる。
【００３５】
　また、各プレート４１，４２の略対称中心Ｏを部分的に少なくとも一点で溶接すること
によって、第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２が対称的に熱膨張し、溶接点におけ
る歪み応力を有効に分散することができる。即ち、外部起振力作用による外筒３０の表面
振動に対して、略対称中心Ｏで少なくとも一点で溶接したプレート４１，４２が、面直方
向にそのプレート剛性による抗力を作用させ、外筒３０の表面振動に接触したまま振動し
、振動面の摺動方向に抗力に応じた摩擦力を発生させる。その摩擦消散エネルギによる摩
擦減衰効果にて、外筒３０の共振振幅を低減させることができる。
【００３６】
　さらに、隣接するプレート４１，４２の相対向する各端部４１ｂ，４２ａ間に隙間Ｐを
形成したことにより、熱膨張によって、隣接するプレート４１，４２同士の衝突を防止す
ることができる。
【００３７】
　さらに、外筒３０を構成する第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２の重ね部分Ｑは
２層構造になっており、当該重ね部分Ｑに熱膨張を吸収する部分（幅Ｒ）を設け、隣接す
るプレート４１，４２の相対向する各端部４１ｂ，４２ａ間の隙間Ｐを、第１外筒分割体
３１と第２外筒分割体３２の重ね部分Ｑの幅Ｒ以上にしたことによって、他の単層部分に
隙間をおくより、全体の剛性に対する影響が小さくて済む。
【００３８】
　また、図４示す外筒３０の変形例のように、第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２
の各端部３１ｂ，３２ａの重ね部分Ｑを覆うように、一方のプレート４２を第１外筒分割
体３１と第２外筒分割体３２の各内面を跨ぐように配置して、各プレート４１，４２を第
１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２の各内面に少なくとも一点の溶接で固定したこと
により、一番熱応力が集中しない部分を選んで、各プレート４１，４２を少なくとも一点
の溶接で第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２の各内面に固定することができる。
【００３９】
　さらに、車両走行時の振動方向であるタービンホイール１３ａのタービン軸１３ｂの軸
方向Ｌに沿って２分割されて外筒３０を構成する第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３
２の隣接する端部３１ｂ，３２ａ同士を溶接により固定することによって、車両走行時の
振動による応力を緩和することができ、第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２の隣接
する端部３１ｂ，３２ａの溶接部分Ｅの割れを確実に防止することができる。これにより
、経時的に溶接部分Ｅの状態がより安定した板金製のタービンハウジング１０を低コスト
で提供することができる。
【００４０】
　図５は本発明の第２実施形態のタービンハウジングの外筒の接合状態を示す要部の部分
断面図、図６は同外筒の変形例の接合状態を示す要部の部分断面図である。
【００４１】
　図５に示すように、この第２実施形態では、外筒３０を構成する第１外筒分割体３１の
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段差状の他端部３１ｂを第２外筒分割体３２の段差状の一端部３２ａの上に重ね合わせて
タービンホイール１３ａのタービン軸１３ｂの軸方向Ｌに沿って溶接により互いに固定し
てある。
【００４２】
　また、図５に示すように、外筒３０を構成する第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３
２の各内面には、外筒３０の湾曲形状に沿うようにプレス成形された板金製の各プレート
（補強板材）４１，４２が少なくとも一点での溶接により固定されている。この際、隣接
するプレート４１，４２の相対向する各端部４１ｂ，４２ａ間に隙間Ｐを形成する。この
隙間Ｐは、第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２の各端部３１ｂ，３２ａの重ね部分
Ｑの幅Ｒ以上（同じか、重ね部分Ｑの幅Ｒよりも長い）に形成されている。
【００４３】
　これにより、前記第１実施形態と同様の作用・効果を奏する。
【００４４】
　さらに、図６に示す外筒３０の変形例のように、第１外筒分割体３１と第２外筒分割体
３２の各端部３１ｂ，３２ａの重ね部分Ｑを覆うように、一方のプレート４２を第１外筒
分割体３１と第２外筒分割体３２の各内面を跨ぐように配置して、各プレート４１，４２
を第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２の各内面に少なくとも一点の溶接で固定して
も良い。
【００４５】
　これにより、前記第１実施形態の変形例と同様の作用・効果を奏する。
【００４６】
　尚、前記各実施形態では、外筒を構成する２つの薄板部材の各内面に補強板材をそれぞ
れ少なくとも一点での溶接により固定したが、２つの薄板部材の各内面に１つの補強板材
をそれぞれ少なくとも一点での溶接により固定しても良く、また、２つの薄板部材の各外
面に少なくとも１つの補強板材を少なくとも一点での溶接により固定しても良い。
【００４７】
　また、前記各実施形態によれば、外筒をタービンホイールのタービン軸の軸方向に沿っ
て２分割した薄板部材によって構成したが、タービンホイールのタービン軸の軸方向に直
交する方向に沿って２分割した薄板部材によって構成した各内面に、補強板材を少なくと
も一点での溶接により固定しても良い。
【００４８】
　本明細書に記載の少なくとも一点の溶接とは、一点溶接でも良く、または、複数の近接
した点で溶接しても良いことを指す。また、本明細書には、補強部材を補強部材の略対称
中心に固定すると説明したが、本発明の目的を達成できるなら、中心からずらして固定し
ても良い。尚、図３～図６の外筒３０の第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２の重ね
部分Ｑ（溶接部）が第１外筒分割体３１と第２外筒分割体３２に比べ突起状に突出形成さ
れているが、本発明はこれに限定されるものではなく、外筒３０の第１外筒分割体３１と
第２外筒分割体３２の重ね部分Ｑ（溶接部）が図７に示す第３実施形態のように突起状に
ならなくても良い。
【符号の説明】
【００４９】
　１０　タービンハウジング
　１３ａ　タービンホイール
　１３ｂ　タービン軸
　１４　コンプレッサ
　２０　内筒
　３０　外筒
　３１　第１外筒分割体（薄板部材）
　３２　第２外筒分割体（薄板部材）
　４１，４２　プレート（補強板材）
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　Ｋ　排気流路
　Ｇ　隙間（所定間隔）
　Ｌ　軸方向
　Ｏ　略対称中心
　Ｐ　隙間
　Ｑ　重ね部分
　Ｒ　重ね部分の幅

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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